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独
立
行
政
法
人
の
組
織
、
運
営
及
び
管
理
に
係
る
共
通
的
な
事
項
に
関
す
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

参
照
条
文

○
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
抄

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
独
立
行
政
法
人
」
と
は
、
国
民
生
活
及
び
社
会
経
済
の
安
定
等
の
公
共
上
の
見
地
か
ら
確
実
に
実
施
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
な
事
務
及
び
事

業
で
あ
っ
て
、
国
が
自
ら
主
体
と
な
っ
て
直
接
に
実
施
す
る
必
要
の
な
い
も
の
の
う
ち
、
民
間
の
主
体
に
委
ね
た
場
合
に
は
必
ず
し
も
実
施
さ
れ
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
も

の
又
は
一
の
主
体
に
独
占
し
て
行
わ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
公
共
上
の
事
務
等
」
と
い
う

）
を
効
果
的
か
つ
効
率
的
に
行
わ
せ
る

。

た
め
、
中
期
目
標
管
理
法
人
、
国
立
研
究
開
発
法
人
又
は
行
政
執
行
法
人
と
し
て
、
こ
の
法
律
及
び
個
別
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
立
さ
れ
る
法
人
を
い
う
。

２

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
中
期
目
標
管
理
法
人
」
と
は
、
公
共
上
の
事
務
等
の
う
ち
、
そ
の
特
性
に
照
ら
し
、
一
定
の
自
主
性
及
び
自
律
性
を
発
揮
し
つ
つ
、
中
期
的
な

視
点
に
立
っ
て
執
行
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
も
の
（
国
立
研
究
開
発
法
人
が
行
う
も
の
を
除
く

）
を
国
が
中
期
的
な
期
間
に
つ
い
て
定
め
る
業
務
運
営
に
関
す
る
目

。

標
を
達
成
す
る
た
め
の
計
画
に
基
づ
き
行
う
こ
と
に
よ
り
、
国
民
の
需
要
に
的
確
に
対
応
し
た
多
様
で
良
質
な
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
通
じ
た
公
共
の
利
益
の
増
進
を
推
進

す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
独
立
行
政
法
人
と
し
て
、
個
別
法
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。

３

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
国
立
研
究
開
発
法
人
」
と
は
、
公
共
上
の
事
務
等
の
う
ち
、
そ
の
特
性
に
照
ら
し
、
一
定
の
自
主
性
及
び
自
律
性
を
発
揮
し
つ
つ
、
中
長
期
的

な
視
点
に
立
っ
て
執
行
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
科
学
技
術
に
関
す
る
試
験
、
研
究
又
は
開
発
（
以
下
「
研
究
開
発
」
と
い
う

）
に
係
る
も
の
を
主
要
な
業
務
と
し
て

。

国
が
中
長
期
的
な
期
間
に
つ
い
て
定
め
る
業
務
運
営
に
関
す
る
目
標
を
達
成
す
る
た
め
の
計
画
に
基
づ
き
行
う
こ
と
に
よ
り
、
我
が
国
に
お
け
る
科
学
技
術
の
水
準
の
向

上
を
通
じ
た
国
民
経
済
の
健
全
な
発
展
そ
の
他
の
公
益
に
資
す
る
た
め
研
究
開
発
の

大
限
の
成
果
を
確
保
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
独
立
行
政
法
人
と
し
て
、
個
別
法

で
定
め
る
も
の
を
い
う
。

４

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
行
政
執
行
法
人
」
と
は
、
公
共
上
の
事
務
等
の
う
ち
、
そ
の
特
性
に
照
ら
し
、
国
の
行
政
事
務
と
密
接
に
関
連
し
て
行
わ
れ
る
国
の
指
示
そ
の

他
の
国
の
相
当
な
関
与
の
下
に
確
実
に
執
行
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
も
の
を
国
が
事
業
年
度
ご
と
に
定
め
る
業
務
運
営
に
関
す
る
目
標
を
達
成
す
る
た
め
の
計
画
に
基

づ
き
行
う
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
公
共
上
の
事
務
等
を
正
確
か
つ
確
実
に
執
行
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
独
立
行
政
法
人
と
し
て
、
個
別
法
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。

（
他
の
中
期
目
標
管
理
法
人
役
職
員
に
つ
い
て
の
依
頼
等
の
規
制
）

第
五
十
条
の
四

中
期
目
標
管
理
法
人
の
役
員
又
は
職
員
（
非
常
勤
の
者
を
除
く
。
以
下
「
中
期
目
標
管
理
法
人
役
職
員
」
と
い
う

）
は
、
密
接
関
係
法
人
等
に
対
し
、

。

当
該
中
期
目
標
管
理
法
人
の
他
の
中
期
目
標
管
理
法
人
役
職
員
を
そ
の
離
職
後
に
、
若
し
く
は
当
該
中
期
目
標
管
理
法
人
の
中
期
目
標
管
理
法
人
役
職
員
で
あ
っ
た
者
を
、

当
該
密
接
関
係
法
人
等
の
地
位
に
就
か
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
当
該
他
の
中
期
目
標
管
理
法
人
役
職
員
若
し
く
は
当
該
中
期
目
標
管
理
法
人
役
職
員
で
あ
っ
た
者
に

関
す
る
情
報
を
提
供
し
、
若
し
く
は
当
該
地
位
に
関
す
る
情
報
の
提
供
を
依
頼
し
、
又
は
当
該
他
の
中
期
目
標
管
理
法
人
役
職
員
を
そ
の
離
職
後
に
、
若
し
く
は
当
該
中

期
目
標
管
理
法
人
役
職
員
で
あ
っ
た
者
を
、
当
該
密
接
関
係
法
人
等
の
地
位
に
就
か
せ
る
こ
と
を
要
求
し
、
若
し
く
は
依
頼
し
て
は
な
ら
な
い
。

２
～
４

（
略
）

５

第
二
項
第
二
号
の
「
退
職
手
当
通
算
予
定
役
職
員
」
と
は
、
中
期
目
標
管
理
法
人
の
長
の
要
請
に
応
じ
、
引
き
続
い
て
退
職
手
当
通
算
法
人
等
（
前
項
に
規
定
す
る
退
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職
手
当
通
算
法
人
等
を
い
う
。
以
下
同
じ

）
の
役
員
又
は
退
職
手
当
通
算
法
人
等
に
使
用
さ
れ
る
者
と
な
る
た
め
退
職
す
る
こ
と
と
な
る
中
期
目
標
管
理
法
人
役
職
員

。

で
あ
っ
て
、
当
該
退
職
手
当
通
算
法
人
等
に
在
職
し
た
後
、
特
別
の
事
情
が
な
い
限
り
引
き
続
い
て
採
用
が
予
定
さ
れ
て
い
る
者
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。

６

（
略
）

（
中
期
目
標
管
理
法
人
の
長
へ
の
届
出
）

第
五
十
条
の
七

中
期
目
標
管
理
法
人
役
職
員
（
第
五
十
条
の
四
第
五
項
に
規
定
す
る
退
職
手
当
通
算
予
定
役
職
員
を
除
く

）
は
、
離
職
後
に
営
利
企
業
等
の
地
位
に
就

。

く
こ
と
を
約
束
し
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
中
期
目
標
管
理
法
人
の
長
に
政
令
で
定
め
る
事
項
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
受
け
た
中
期
目
標
管
理
法
人
の
長
は
、
当
該
中
期
目
標
管
理
法
人
の
業
務
の
公
正
性
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
、
当
該
届
出
を
行
っ
た
中
期

目
標
管
理
法
人
役
職
員
の
職
務
が
適
正
に
行
わ
れ
る
よ
う
、
人
事
管
理
上
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
国
立
研
究
開
発
法
人
へ
の
準
用
）

第
五
十
条
の
十
一

第
五
十
条
の
二
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
は
、
国
立
研
究
開
発
法
人
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
五
十
条
の
四
第
二
項
第
四
号
中
「

第
三
十
二
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
五
条
の
六
第
一
項
」
と

「
中
期
目
標
の
期
間
」
と
あ
る
の
は
「
中
長
期
目
標
の
期
間
」
と
、
同
項
第
五
号
中
「
第
三
十

、

五
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
五
条
の
七
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

○
独
立
行
政
法
人
の
組
織
、
運
営
及
び
管
理
に
係
る
共
通
的
な
事
項
に
関
す
る
政
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
三
百
十
六
号
）
抄

（
中
期
目
標
管
理
法
人
の
長
へ
の
届
出
）

第
十
六
条

通
則
法
第
五
十
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
中
期
目
標
管
理
法
人
役
職
員
（
同
項
に
規
定
す
る
中
期
目
標
管
理
法
人
役
職
員
を
い
う
。

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ

）
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
様
式
に
従
い
、
中
期
目
標
管
理
法
人
の
長
に
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

。

２

通
則
法
第
五
十
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
中
期
目
標
管
理
法
人
役
職
員
は
、
当
該
届
出
に
係
る
第
四
項
第
四
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に

変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
中
期
目
標
管
理
法
人
の
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

通
則
法
第
五
十
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
中
期
目
標
管
理
法
人
役
職
員
は
、
当
該
届
出
に
係
る
約
束
が
効
力
を
失
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の

旨
を
中
期
目
標
管
理
法
人
の
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

通
則
法
第
五
十
条
の
七
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

氏
名

二

中
期
目
標
管
理
法
人
役
職
員
の
地
位

三

再
就
職
の
約
束
を
し
た
日

四

離
職
予
定
日
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五

再
就
職
予
定
日

六

再
就
職
先
の
名
称

七

再
就
職
先
の
業
務
内
容

八

再
就
職
先
に
お
け
る
地
位

（
国
立
研
究
開
発
法
人
へ
の
準
用
）

第
十
八
条

第
十
一
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
は
、
国
立
研
究
開
発
法
人
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
一
条
中
「
通
則
法
」
と
あ
る
の
は
「
通
則
法

第
五
十
条
の
十
一
に
お
い
て
準
用
す
る
通
則
法
」
と
、
第
十
二
条
中
「
通
則
法
」
と
あ
る
の
は
「
通
則
法
第
五
十
条
の
十
一
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
通
則
法
」

と
、
第
十
三
条
中
「
第
五
十
条
の
四
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
条
の
十
一
に
お
い
て
準
用
す
る
通
則
法
第
五
十
条
の
四
第
三
項
」
と
、
同
条
第
二
号
中
「
通
則
法

」
と
あ
る
の
は
「
通
則
法
第
五
十
条
の
十
一
に
お
い
て
準
用
す
る
通
則
法
」
と
、
同
条
第
四
号
中
「
又
は
不
利
益
処
分
（
行
政
手
続
法
第
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
不
利

益
処
分
を
い
う

）
の
対
象
」
と
あ
る
の
は
「
の
対
象
」
と
、
第
十
四
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
中
「
通
則
法
」
と
あ
る
の
は
「
通
則
法
第
五
十
条
の
十
一
に
お
い
て
準

。

用
す
る
通
則
法
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。


